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測定局番号 測定局名 設置場所 Lden
1 新利根 茨城県稲敷市立新利根中学校 54.0
2 下加納 茨城県河内町下加納愛宕神社 53.7
3 河内 茨城県河内町中央公民館 55.4
4 西大須賀 成田市西大須賀共同利用施設 59.6
5 内宿 成田市内宿共同利用施設 54.1
6 久住 成田市立久住小学校 57.1
7 荒海 成田市荒海共同利用施設 61.5
8 土室（NAA） 成田市土室 55.8
9 飯岡 成田市飯岡共同利用施設 59.2

10 芦田（NAA） 成田市芦田排水機場 56.9
11 大室（NAA） 成田市大室竜面共同利用施設 58.0
12 16Ｌ 成田市小泉北総VOR/DME施設用地 69.7
13 新田（NAA） 成田市新田 55.5
14 16Ｒ Ａ滑走路北側航空保安施設用地 71.2
15 一鍬田 多古町一鍬田共同利用施設 53.5
16 34Ｒ Ｂ滑走路南側航空保安施設用地 (70.4）*
17 菱田東 芝山町菱田東公会堂 55.7

測定局番号 測定局名 設置場所 Lden
18 三里塚小学校 成田市立三里塚小学校 60.0
19 三里塚グラウンド 成田市三里塚ＮＡＡ施設用地内 63.9
20 芝山千代田 芝山町香山新田 56.7
21 34Ｌ Ａ滑走路南側航空保安施設用地 72.8
22 喜多 多古町喜多第二共同利用施設 52.6
23 芝山東 芝山町立東小学校 56.5
24 千田 多古町千田 58.5
25 牛尾 多古町牛尾共同利用施設 57.6
26 芝山 芝山町立芝山小学校 56.0
27 中台（NAA） 横芝光町中台 56.7
28 大総 横芝光町立大総小学校 56.5
29 山室 山武市山室 53.8
30 横芝 横芝光町立横芝小学校 56.3
31 松尾 山武市松尾農村環境改善センター 56.5
32 上堺 横芝光町立上堺小学校 55.8
33 蓮沼 山武市役所蓮沼出張所 54.6

＊34Rは年度途中で移設したため、測定結果は参考値とする。

表6-3　航空機騒音測定局および騒音通年測定結果 （2017年度）

1 航空機騒音

（１）騒音測定の概要
　NAAは、航空機の離着陸時に発生する騒音の実態
を把握するために、通年と短期の測定を実施している。
通年の測定は、航空機騒音測定局によるもので、年間
を通じて24時間連続で33局（表6-3）の測定局におい
て監視測定を行っている。
　短期の測定は、「公共用飛行場周辺における航空機
騒音による障害の防止などに関する法律（以下「騒防
法」）」に基づき指定された第1種区域、第2種区域およ
び第3種区域の騒音実態を把握するために、その境界
付近の58地点において、主に夏季および冬季のそれぞ
れ連続する7日間実施している。さらに、きめ細かな監
視が特に必要な地点については、春季および秋季にも
測定を行っている。

（２）騒音測定結果
　2017年度の通年測定結果（年間Lden※）は、全測
定局（33局）で「騒防法」に基づく区域指定の基準
値内であった。2013年3月31日から離着陸制限（カー
フュー）の弾力的運用が開始され、2017年度は98件が
発生したが、Lden年間評価値への大きな影響はなかっ
た。Ldenを前年度と比較すると、今年度は滑走路の南
向き運用の割合が増えたことから、空港南側では離陸
機の運航回数が増加したため、Ldenが増加した測定
局が多く見られた。反対に、空港北側では離陸機の運
航回数が減少したため、多くの測定局でLdenが減少し
た。また、B滑走路の着陸回数が増加したため、リバー

ス音によりB滑走路東側側方でLdenが増加した。（表
6-3参照）
　また、短期測定結果も「騒防法」に基づく区域指定
の基準値内だった。
※ Lden （Day-evening-night averaged sound level）とは時間帯補正等価騒音

レベルのことで、日本では平成25年4月1日から航空機騒音の評価指標として
使われている。

　昼間よりも「うるさい」と感じられる夕方（19：00～22：00）と夜間（0：00～7：
00および22：00～24：00）の騒音に時間帯別の重み付けをして、1日の航空機
騒音の総量を24時間の連続音のレベルで表現したものである。またLdenでは、
飛行騒音に加えて地上走行などの騒音も評価に含まれる。

2 空港場内地上騒音など

（1）空港場内地上騒音（営業騒音）
　NAAでは、航空機の離着陸時に発生する騒音以外
に、空港から発生する騒音※を把握するため、空港内
外の7カ所に地上騒音測定局を設置し、常時監視して
いる。
※空港内の工事音や、航空機の地上走行、エンジン試運転、APU（補助動力装置）

稼働時に発生する音などで、このうち航空機の地上走行音、エンジン試運転音
およびAPUの稼働に伴う音は航空機騒音の評価指標（Lden）の対象になっている。
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（２）低周波音
　航空機のエンジン試運転を行う際に発生する低周
波音の状況を、1994年以来定期的に測定しており、そ
の結果、低周波音による空港周辺への影響はほとんど
ないものと考えられる。

3 飛行コース

　空港を離着陸する航空機が飛行コースを遵守してい
るかを監視するため、開港以来航空機の航跡図を作
成してきたが、1998年3月から運輸省（現国土交通省）
の管制レーダー情報を活用して航跡図を自動作成する
システムを整備した。
　1999年2月からは、航空機騒音影響範囲の拡散を
防止する目的で「飛行コース幅」を設定し、システムに
その監視機能を付加して監視を開始した。飛行コース
幅を逸脱した航空機についてはその理由を運航者に
問い合わせ、合理的な理由がない場合は当該便名を
公開し、必要に応じて国土交通省から指導・監督が行
われている。
　2017年度においては、ほとんどの航空機（99.8％）
が「飛行コース幅」内を飛行しており、飛行コース幅
を逸 脱した航 空機（0.2％）のうち、合 理的理由が
なかったものは、全運航機数25万2447機のうち7機

（0.003％）であった。
　なお、2000年4月から当該システムに便名、高度、
型式情報を航跡とともにディスプレイ画面に表示する
機能を付加して、空港情報センターなどに設置した端
末で一般にも公開を開始した。さらに、2002年4月か
らは当該画面に騒音情報も付加表示している。
　2011年10月20日よりA・B両滑走路から同時に離着陸
を行う同時離着陸方式が導入され、空港北側への離
陸便と空港北側からの着陸便の飛行コースが変更と
なった。また、飛行コースの公開情報の充実を図るため、
2012年3月25日から情報公開範囲を拡張（成田空港の
東40km・西25km・北45km・南40km、高度：出発機
10000ft未満、到着機8000ft未満）し、新たに「茨城
地域相談センター」を公開場所として追加した。2015
年9月には、航跡情報をインターネットにより公開し、従
来の情報公開場所に加え、パソコン・スマートフォン・
タブレットからでも見られるようシステムを整備した。さ
らに2016年10月から、便名検索機能等を追加した。

4 大気質

　空港周辺の大気質の状況および航空機の運航など
空港の活動が周辺大気に与える影響を把握するため
に、NAAは開港前から大気質の測定を定期的に実施し

てきた。
　1998年4月からはA滑走路対応として、空港内外の
4カ所に測定局を設置し、年間を通じて24時間連続で
監視測定を行っている。
　さらに、暫定平行滑走路運用1年前の2001年4月に
は平行滑走路の南北2カ所に測定局を増設し、現在は
計6局で監視測定を行っている。2017年度の測定結果
では、光化学オキシダントを除き、二酸化硫黄、二酸
化窒素、一酸化炭素および浮遊粒子状物質のいずれ
も環境基準値内であった。

5 水質

　成田空港は、太平洋に注ぐ栗山川水系（高谷川、浅
川）と利根川に注ぐ根木名川水系（取香川、尾羽根川）
の分水嶺に位置している。NAAでは空港からの雨水排
水などが空港周辺河川の水質に及ぼす影響を把握す
るため、開港以来空港周辺河川と空港との境界6地点
で水質の測定を行っている。
　測定は水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、浮
遊物質量などの生活環境項目など10項目については
原則毎月1回、カドミウム、シアンなどの健康項目27項
目については年2回、それぞれ定期的に実施している。
2000年4月からは場外放水路などに水質常時測定局

（3局）を設置し、年間を通じて24時間連続で測定を
行っている。
　2017年度の測定結果によれば、生活環境項目の一
部の項目については一時的に環境基準を準用した目
標値を超える数値が測定されたものの、健康項目につ
いてはすべての地点で目標値内であった。

6 地域環境委員会

　学識経験者で構成される地域環境委員会は、成田
空港に関わる環境問題に関する重要な事項を中立かつ
専門的な立場から調査審議するため、1994年12月に
設置され、2018年2月に第39回、6月に第40回の委員
会をそれぞれ開催した。
調査・審議事項

（1） 成田空港の建設および運用に伴い生じる騒音、大
気、水質などの測定および評価に関する事項

（2） 成田空港における環境管理システムに関する事項
（3） その他の成田空港に関わる環境問題に関する重

要な事項

7 環境情報公開システム

　NAAは、環境に関する情報を地域住民の方々へ分
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1 地域経済への貢献

　空港が、周辺地域に対して騒音などのマイナス面の
影響を及ぼすことは事実であるが、一方では空港の整
備に伴って地域の経済、社会が飛躍的に発展するなど、
プラス面の影響も及ぼしている。空港が地域と共生し
ていくためには、空港と地域が手を携えて、この「光」
の部分のメリットを一層活用していく必要がある。
　人と物との交流の場である空港は、直接あるいは間
接に空港周辺地域経済に大きな影響を与えている。成
田空港が周辺地域経済に及ぼす影響を見ると、成田空
港の建設投資は、通常の公共投資をはるかに上回る空
港関連投資が行われ、さらに民間投資を招き、これら
の投資総額は巨額なものとなっている。この巨額の投
資は、地元に雇用の場を作り出すとともに所得の増加
をもたらしている。（資料編1 「� 成田空港周辺自治体
の歳入総額および固定資産税額の推移」「� 成田空
港周辺自治体の人口および就業者人口の推移」参照）
　これらの空港関連公共投資による地域整備が進ん

だことにより、地域が活性化し、地域住民の利便の向
上も図られてきた。例えば、東関東自動車道、湾岸道
路、国道51号および鉄道といった幹線交通網の整備に
よって、都心へのアクセス条件が大幅に改善されたこと。
また、地元市町村の道路や河川、上下水道、教育施設、
農業用施設などが整備されたことにより生活環境が改
善されたこと。さらに工業団地が形成されたことにより
企業の進出（民間投資）を促したことなどが挙げられる。
　ちなみに、成田空港周辺には臨空工業団地を含め
18カ所の工業団地（表6-4）があり、成田空港周辺の
立地の優位性を最大限に活用した先端技術産業が集
積している。また、空港内の貨物施設に限りがあるこ
とや空港外においても貨物の通関が認められるように
なったことを受けて、フォワーダーといわれる貨物取扱
業者の貨物施設が成田空港周辺に次々と建設されて
きた。2018年6月現在、保税施設を持った貨物上屋は、
周辺に40社42カ所ある。（2章図2-6参照）
　空港内の事業所で働く従業員は、開港時の1978
年 に は1万7400人 だ っ た が、1984年 に2万2198人、
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かりやすく公開するため、騒音・大気質に関する情報
公開システムを整備し、1998年4月から空港情報セン
ター、北地域相談センターおよびNAA情報コーナーで
公開を開始し、その後、空港場内地上騒音、水質・地
下水位の測定結果を追加し、内容の充実を図ってきた。

　2009年4月には、インターネットで公開情報を見ら
れるシステムを構築し、2015年3月には内容をリニュー
アルした。さらに、2015年9月には航空管制レーダー
を活用した航跡情報の公開を開始し、2016年10月か
らは一部機能の向上を図った。

表6-4　空港周辺地域工業団地 2018年8月時点

団地名 所在地 事業主体 全体面積（ha）分譲面積（ha） 分譲時期 分譲・操業
企業数（社）

臨
空
工
業
団
地

空港南部 芝山町 千葉県企業庁 37 24 完了 18
芝山第2 　〃 　　　〃 36.2 28.2 〃 11
大栄 成田市 千葉県まちづくり公社 30.3 22.6 〃 13
多古 多古町 千葉県企業庁 48.3 34.7 〃 11
ひかり 横芝光町 　　　〃 27.3 20.4 〃 6
横芝 　〃 　　　〃 26 19.6 〃 7
佐倉第3 佐倉市 千葉県土地開発公社 114.4 87.7 〃 55
成田新産業パーク 成田市 千葉県まちづくり公社 20.1 14.8 〃 5

計（計画値を含む） 339.6 252 － 126

臨
空
以
外
の
工
業
団
地

豊住 成田市 千葉県企業庁 31.6 24.8 完了 9
野毛平 　〃 　　　〃 74.3 58.8 〃 22
富里 富里市 千葉県まちづくり公社 26.1 19.3 〃 8
芝山（向野地区） 芝山町 千葉県企業庁 33.2 28.2 〃 9
芝山（木崎地区） 　〃 千葉県まちづくり公社 10 8 〃 5
神崎 神崎町 千葉県企業庁 24.4 20.4 〃 6
佐倉第1 佐倉市 千葉県土地開発公社 51.9 48.3 〃

90佐倉第2 　〃 　　　〃 41.6 34.4 〃
熊野堂 　〃 佐倉市振興協会 3.3 2.5 〃
松尾台 山武市 千葉県企業庁 34.9 26 〃 14

計（計画値を含む） 331.3 270.7 － 163
合　　　計 670.9 522.7 － 289


